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社団法人精密工学会  ナノ精度機械加工専門委員会 会則 

 

第１章  総則 

（名称） 

第１条  本専門委員会は「精密工学会ナノ精度機械加工専門委員会」と称する。（以下「本専門委員会」とする） 

（目的） 

第２条  本専門委員会は、ナノオーダーの超平滑な表面並びにナノ精度の３次元形状を有する構造体を創成

する超精密加工技術をさらに進展させるためのナノ精度機械加工技術や M4プロセス(Micro/Meso Mechanical 

Manufacturing)技術に関して、各方面から共同開発研究、調査研究、討論を行い、精密工学とその関連業界の発

展に寄与することを目的とする。 

（活動） 

第３条  本専門委員会は前条の目的を果たすために次の活動を行う。 

   （１）総会を年１回、委員会を年３～４回開催する。 

   （２）緊急性、特殊性、地域性を持つ研究課題の検討と調査研究のためワーキンググループを設ける。 

   （３）シンポジウム、講演会および講習会を開催する。 

   （４）その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。 

（設置期間） 

第４条  本専門委員会の設置期間は平成１６年４月から５年とする。ただし、精密工学会専門委員会規程［2.4］によ

り延期することができる。 

（事務所の所在） 

第５条  本専門委員会の事務所を仙台市青葉区荒巻字青葉０１、東北大学大学院工学研究科内に置く。 

 

                  第２章  会員（委員） 

（会員） 

第６条  本専門委員会の会員は委員と称し、参加を希望する精密工学会会員で、法人（正会員、企業側委員）及

び個人（特別会員、大学、官公立研究機関側委員）から構成される。ただし、精密工学会会員以外の者が委員とな

る場合は、本専門委員会の運営（活動）においてのみ権利を有し、かつ義務を負う。 

（会員の権利と義務） 

第７条  本専門委員会の会員は本専門委員会が実施する各種会議に出席することができる。 

   ２．本専門委員会の会員は、本専門委員会の研究・調査の成果を入手し利用することができる。 

第８条  本委員会の年特別会費（以下会費という）は、次の通りとする。 

     正会員の分担年会費は壱口（１０万円）以上とする。 

   ２．必要あるときは臨時に分担費を納めるものとする。 

（資格の喪失） 

第９条  本専門委員会の会員は本専門委員会の終了解散により、その資格を失う。 

   ２．本委員会の会員が本専門委員会を退会しようとする時は、委員長の承認を得なければならない。退会の承

認により会員の資格を失う。 
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                 第３章  組織および運営 

（役員） 

第１０条 本専門委員会の会務を遂行するため、次の役員を置く。 

     委員長１名、幹事若干名、会計監事１名。 

   ２．委員長は総会において会員の互選により定める。 

   ３．主査、幹事、会計監事は委員長の指名により会員より選出する。 

（役員の職務） 

第１１条 委員長は本専門委員会を代表し、本専門委員会の運営を統轄する。 

   ２．幹事は委員長を補佐し、会務を処理する。 

   ３．主査は各ワーキンググループの研究活動を統括する。 

   ４．会計監事は本専門委員会の会計を監査する。 

（役員の任期） 

第１２条 役員の任期は２年とし、重任を妨げない。 

（役員の解任） 

第１３条 本専門委員会役員の行為に疑義またはふさわしくない点が生じた場合は、その任期中であっても、委員

会会議の決定により当該役員を解任することができる。 

（報酬） 

第１４条 本専門委員会役員の職務は奉仕により行われ、その行為に対して報酬は支払われない。 

   ２．本専門委員会より依頼する講師、作業者に対する報酬は別に定める。 

 

                   第４章  会議 

（総会） 

第１５条 本専門委員会の総会は原則として年１回、年度の初めに開く。 

   ２．委員長は必要と認めた時、または委員からの要請がある時は、臨時総会を開くことができる。 

第１６条 本専門委員会総会の客足数は会員総数の半数以上の出席を必要とし、議決は出席会員の過半      

数の合意を必要とする。 

第１７条 本専門委員会は適宜委員会、ワーキンググループ会議を開くことができる。 

 

                第５章  活動基金および会計 

（活動基金） 

第１８条 本専門委員会は第８条で定める本専門委員会年会費をその活動基金とする。 

   ２．精密工学会理事会の承認を得て寄付金品を募ることができる。 

（予算および決算） 

第１９条 本専門委員会の収支予算は総会の議決により定まり、収支決算は年度終了後２ケ月以内に会      

計監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。 

（事業年度） 
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第２０条 本専門委員会の事業年度は毎年２月１日より１月３１日とする。 

 

                  第６章  終了と解散 

（終了・解散） 

第２１条 本専門委員会の目的を達成したときは、総会の議決により本専門委員会を解散する。 

（手続き） 

第２２条 本専門委員会の終了により次の事項を精密工学会事業部会長に報告書として提出し、理事会      

の承認を得る。 

     １．成果報告書 

     ２．決算報告書 

（物件の帰属と処分） 

第２３条 本専門委員会の経費で購入した所得物件は精密工学会の所有とする。解散に伴う物件などの      

資産は本専門委員会がその処分方法を提案し、理事会の承認を得る。 

 

                   第７章  付則 

（施行） 

第２３条 この規則は平成１６年４月１日から施行する。 

（運営経過報告） 

第２４条 本専門委員会の事業報告および会計報告は毎年終了後事業部会長に提出し、理事会の承認を      

得る。 


